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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月23日(2014.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（１）
【化１】

で表される化合物。
【請求項２】
　化合物Ｎ１－ネリル－Ｎ２－（２－（ピリジン－２－イル）エチル）オキサルアミド。
【請求項３】
　化合物Ｎ１－ゲラニル－Ｎ２－（２－（ピリジン－２－イル）エチル）オキサルアミド
。
【請求項４】
　フレーバー成分および旨味を増強するまたは提供する比率の請求項１～３のいずれか一
項に記載の化合物を含む、旨味フレーバー組成物。
【請求項５】
　旨味フレーバーを有する消費組成物であって、前記旨味フレーバーが、その中に請求項
１～３のいずれか一項に記載の化合物が存在することによって少なくとも部分的に提供さ
れる、前記消費組成物。
【請求項６】
　組成物への請求項１～３のいずれか一項に記載の化合物の添加を含む、消費組成物に旨
味フレーバーを付与する方法。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　低減された比率のＭＳＧによって、さらにはＭＳＧの完全排除によって、旨味を達成す
ることが可能であることが、今や見出された。これは、新規化合物により達成される。し
たがって、式（１）
【化１】

で表される化合物を提供する。
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